
（法第 10 条第 1 項第 7 号関係「翌事業年度の事業計画書」） 

 

2026 年度の事業計画書 

2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日まで 

 

特定非営利活動法人 くじゅうネイチャーガイドクラブ 

 

１ 事業の方針 

特定非営利法人としての認知度、信頼を得るとともに、各種ガイド事業の拡充とともに、環境保全・地

域振興の役割を担っていけるよう、地域諸団体との連携を強化していく。 

 また、地域においても各観光協会等と連携しながら、宿泊施設での付加価値を自然体験として高めてい

ける活動や登山道整備を行っていく。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金

額（単位：千

円） 

① 登山・自

然 観 察

会・トレ

ッキング

ツアー・

セラピー

等のガイ

ド事業 

登山・自然観察会・トレッ

キング・森のセラピーガイ

ド 

(A)随時 

(B)九重山や全国

各地の登山コ

ース、自然観

察路 

(C)２５名 

(D)登山トレ

ッキング

等を行う

市民 

(E)６００名 

５４０ 

登山技術・安全管理机上講

習 

 

 

 

 

(A)随時 

(B)九重町長者原 

(C)４名 

(D)登山トレ

ッキング

等 の 技

術・安全

管理に興

味を持つ

市民 

(E)２０名 

２０ 

早朝・夕暮れ・星空の散策

ガイド 

(A)随時 

(B)九重町長者原 

(C)１２名 

(D)飯田高原

付近の宿

泊客 

(E)１００名 

８０ 

観光協会会員宿泊施設での

九重レクチャー 

(A)随時 

(B)九重町長者原 

(C)２２名 

(D)飯田高原

付近の宿

泊客 

(E)３０名 

２０ 



日本山岳ガイド協会 会議

参加 

(A)年１回 

(B)東京、長野 

(C)２名 

― ４０ 

②地域の環

境保全・整

備をおこな

う事業 

「くじゅうの自然に感謝す

る日」の自然保護活動（ボラ

ンティア 30 名） 

(A) 10 月 

(B)立中山 

(C)12 名 

(D)くじゅう

を訪れる

人々 

(E)２０名 

２０ 

ミヤマキリシマ保全活動 

(A)年２回 

(B)平治岳・立中 

(C)４６名 

― 

 

３００ 

 

登山道整備活動 草刈等 

(A)年６回 

(B)黒岩・泉水・

指山 

(C)４８名 

― 

 
１０００ 

野焼き・輪地（防火帯）切

り・輪地（防火帯）焼 

(A)年４回 

(B)タデ原・大将

軍 

(C)４８名 

― ６００ 

くじゅう地区管理運営協議

会 会議参加 

(A)年６回 

(B)九重町長者原 

(C)２名 

― ３０ 

③くじゅう

の歴史・文化

の発掘・紹

介・継承をお

こなう事業 

実施しなかった。 ― ― ― 

       

（備考） 

１ 設立当初の事業年度の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書は、それぞれ別葉として作成する。 

２ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載

する。 

３ ２(2)には、定款上、「その他の事業」に関する事項を定めているものの、設立当初の事業年度にそ

の他の事業を実施する予定がない場合、「実施予定なし」と記載する。 


